

令和２年第１０回

北栄町農業委員会総会議事録
令和２年第１０回北栄町農業委員会総会
	開催年月日
	　令和２年１０月１２日（月）

	開催の場所
	　北栄町大栄農村環境改善センター

	開　　　会
	　午後２時１８分

	出席委員
（２６名）

	１番
	池田　誠
	２番
	石井　通人
	３番
	前田　浩明

	
	４番
	谷口　廣志
	５番
	河原　廣美
	６番
	竹原　正純

	
	７番
	田熊　公男
	８番
	森本　壮一
	９番
	濵根　泰弘

	
	１０番
	実光　辰己
	１１番
	濱田三喜男
	１２番
	永田　恭彦

	
	１３番
	南場　英
	１４番
	前田　榮久
	１５番
	福光　康男

	
	１６番
	池本　博史
	１７番
	齋尾　直久
	１８番
	徳山　英晴

	
	１９番
	盛山　由紀子
	２０番
	竹信　啓子
	２１番
	濵坂　良男

	
	２２番
	一二三　満雄
	２３番
	井川　敏昭
	２４番
	山下　正美

	
	２５番
	杉川　一二美
	２６番
	濱田　登喜治
	
	   

	欠席委員等
	　　　
　          

	事務局
	局長
	中原　広美
	書　記
	　専門員　下阪　啓二
　農地中間管理推進員　中西　宣之


	閉　　　会
	　午後４時４分


日　程

１　開会

２　会長あいさつ
３　議長開会宣言　　　　　　定足数の確認　

　
　４　議事録署人の指名

　　　（１０番　実光委員）（１１番　濱田（三）委員）
５　議事
（１）農地法第３条の規定による許可申請書について（２件）　　　　　
（２）農地法第５条の規定による許可申請書について（１件）　　　　　
（３）農地利用集積計画の決定について
　　　・利用権設定

・農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画
６　協議事項

（１）農地法第３条の３第１項の規定による届出書について　

（２）賃貸借農地の解約について

（３）農地法第６条第１項の規定による報告書について
（４）別段面積の設定について（資料別紙）

（５）農家相談の実施について
７　報告事項

（１）委員会報告

　　　　農地委員会
　　　　農政委員会

　　　　広報委員会
（２）審議会等報告
　

８　連絡事項
　　　　現地確認　　　令和２年１１月９日（月）午後１時３０分事務局集合
　　　　　　　　　　　　　担当委員　南場委員、前田（榮）委員、福光委員　

　　　第１１回総会  令和２年１１月１０日（火）午後１時３０分から

　　　　　　　　　　　　　北栄町大栄農村環境改善センター　大会議室
　　　　　議案締切日　　令和２年１０月２６日（月）

　９　その他　９月議会一般質問会長答弁書
１０　閉会

　【添付】　現地写真、資料（当日配布）

○事務局　それでは、ただいまから第１０回の総会を開催したいと思います。

　会長からのご挨拶をお願いいたします。

○濵坂会長　そうしますと総会に入りたいと思いますが、その前に一言御挨拶申し上げたいと思います。
　１０月４日に北栄町合併１５年周年記念式典がございました。その席上で、前田職務代理と河原委員が１５年以上の勤続といいますか、ということで善行表彰を受けられました。合併以来ずっと農業委員として頑張ってこられたということでありまして、敬意と感謝と、そしてお祝いを申し上げたいと思います。これからもぜひよろしくお願いいたします。
　それから、協議事項の中で、協議事項の４に別段面積の設定ということを上げております。先般、農地委員会の中で別段面積については協議をしたところでありまして、それに基づいて、今日、総会でお諮りしたいということでございます。これも資料にも出ておりますけれど、一般質問に出てきたり、あるいは遊休農地の対策の問題とか、いろんなことが考えながら検討した部分がございますので、ぜひとも慎重に協議いただきたいと思います。
　それから、５に農家相談の実施ということで、何だということでありますが、これも農政委員会のほうから、いわゆる農家相談、行政相談とか人権相談と、いろんな相談向きがあるようですけども、同じような形で農家の疑問なり困ったこと、そんなことが相談する場があればいいのかなということで、もしこのことで賛同いただけるならやってみてもいいのかなというふうに思っていますので、この点も協議の中に上げています。
　それから、最後に、先般にもございましたけども、農業委員会の改選がございます。来年の４月以降、私たち任期ですけども、今年中、１２月いっぱいぐらいには次期委員の推薦をしてしまいたいということでございますので、あと２か月ほどしかございません。それぞれの地域なりの形で、しっかり協議いただけるようお願いできたらというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。以上であります。
○事務局　ありがとうございました。
　そうしますと、農業委員会規則第５条に会長が議長となるということになってございますので、以後会長に進めていただきます。お願いいたします。
○濵坂議長　そうしますと、規則によりまして議長に就任をさせていただきます。
　本日の欠席はございません。
　早速ですが、４の議事録署名人の指名をいたします。順番で、１０番、実光委員、１１番、濱田三喜男委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
　早速、５の議事に入ります。
　議事の１、農地法第３条の規定による許可申請書について、２件ございます。順次、審議をいただきたいと思います。
　まず、議事１の１、説明はございますか。
○事務局　特にございません。
○濵坂議長　特にないということでございますので、皆さん方からの質疑、御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
　発言がないようでございます。
　そうしますと、議事１の１、申請のとおり許可してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事１の１、申請のとおり許可といたします。
　続きまして、議事１の２、説明はございますか。
○事務局　こちらは購入される平信さんのほうの家の隣の農地になります。譲渡人のほうが耕作もされていなくて草がぼうぼうになってきているというような状態なので、自ら購入して耕作をしていきたいと。例えば、火事になれば一遍に火が燃え移る可能性もあるので引き継ぎしたいということであります。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　そうしますと、皆様方からの質疑、御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
（「特にない」と呼ぶ者あり）
　特にないということでございます。
　そうしますと、議事１の２、申請のとおり許可してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事１の２、申請のとおり許可といたします。
　続きまして、議事の２、農地法第５条の規定による許可申請書について、１件ございます。説明はございますか。
○事務局　こちら、御存じのとおり弓原の会社でございまして、ほんの僅かでございますけれども、ちょうど荷物の積み位置に出入りするところにその農地があって、これまでは会社の建物の中を通って一旦外の荷が置いてあるところに出てきて、積んで、再度建物の中に入って、それで出ていくというような状態でございまして、金額がすごくいいんですけれども、直接外から車が入って荷物を積んで出るといったようなことにしたいということでございます。以上です。
○濵坂議長　そうしますと、次に、現地確認をしていただいておりますので、報告をお願いいたします。
○永田委員　それでは、報告いたします。先週、１０月８日木曜日、午後１時半より、実光委員、濱田委員、それから自分、それから下阪専門員の４名で現地確認に行ってまいりました。
　申請のとおり、周辺には全くもはやこれ以外に農地もなく、転用に際して問題は一つとしてないだろうということで、確認して帰ってまいりました。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　そうしますと、皆さん方からの質疑なり御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。ございませんか。
　どうぞ。
○竹原委員　余計な話だと思うんですが、高いなという。どうもね、高いなと。私もこれだったら売りたいなと。例えば宅地にしようとして、平米、１坪そんなもんじゃないんです、もっとずっと路線価だって安いんですが、何か関係ないことだと思うんですけど、最初、資料の間違いかなと思ったんですよ、数字の入れ間違えかなと。もう最初、高いと思ったんですが。何か分かれば知りたいなと。何で高いかというとこです。
○事務局　何も聞いておりません。分かりませんし、関係ないことだと思います。
○濵坂議長　よほど欲しいということですね。
○事務局　確かに数字の面を、数字を疑いましたけども、どんな書類にもこの額で書いてあるので、間違いないです。
○竹原委員　分かりました。
○河原委員　ちょっとだけ補足させてください。ここの●●さんは、何十年も前から、いわゆる鉄骨資材の長尺物を加工されてるんですよ。そうすると、大体１０トントラックぐらいで積み込まんと駄目な資材なもんで、大変な苦労をされてました。今回、ここを取得されるに当たって、随分今度は楽になるだろうと思って見ています。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　そうしますと、異議発言もないようでございますので、議事の２、申請のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、議事の２、申請のとおり許可相当ということで進達をいたします。
　次、議事の３に入ります。農地利用集積計画の決定についてでございます。
　説明はございますか。
○事務局　ございません。
○濵坂議長　そうしますと、皆さん方からの質疑を受けたいと思います。
　その前に、ごめんなさい。９９番は濵根委員関連案件でございますので、９９番以外のものについて検討いただきたいと思います。
　発言を求めます。いかがでしょうか。
　発言はないようですが、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、９９以外のものについて計画のとおり決定といたします。
　続きまして、９９、濵根委員は除斥扱いで審議をいただきたいと思います。発言ございますか。
　発言がないようでございます。整理番号９９、計画のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、９９につきましても計画のとおり決定といたします。
　以上で議事を終了いたします。
　続きまして、６の協議事項に移ります。
　協議事項の１、農地法第３条の３第１項の規定による届出書について、３件ございます。一括協議をいただきたいと思います。
　説明はありますか。
○事務局　ありません。
○濵坂議長　説明は特にないようであります。
　皆さん方からの発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。
　発言がないようでございますので、協議事項の１の農地法第３条の３第１項の規定による届出書について、３件、一括受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、３件、一括受理をいたします。
　続きまして、協議事項の２、賃貸借農地の解約について、１０件ございます。一括協議をいただきたいと思います。
　説明ありますか。
○事務局　特にありません。
○濵坂議長　特にないということでございますので、皆様方からの発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。
　どうぞ。
○竹原委員　６番。１１ページです。以前、いろいろとすったもんだ起きかけたところだと思うんですが、２年の４月１５日から、どうも５年までの契約を結ばれて、今、解約というのは、特に●●さんということで何となく訳を知りたくて、聞いてみたいんですけども。御存じの方。何で解約なんですね。別の方に替わっていますけど、当時からあったようなことがやっぱり影響してるのかなと思ったりしたんですけど。
○事務局　面積も大きいですしね、これだけまとまっていれば。
○竹原委員　●●さんはもうやってない、やらないと。
○事務局　●●さんはほかのとこでもあるので、いっぱいこと。
○竹原委員　そうすると、ほかにやっておられるところも、こういうのではないのかもしれませんけど、何かこの辺がこう、ちょっと思い出したんですね、当時のあの頃のことを。こんなんで栽培になるのかなと思って、話もあったと思いますけど。それとは直接関係ないかもしれませんが、何かそういうふうに思った次第です。以上です。
○濵坂議長　解約してその後に耕作者がいないということであれば。
○竹原委員　そうですけど。
○濵坂議長　牛屋さんですけども、うちのほうにも、特に問題ないんじゃないかなという、判断いたしますけど。
　そのほかございませんか。
○永田委員　１２番です。４ページから６ページまで、耕作者さんが死亡のため解約はいいんですけどね、特に５ページ目なんか地主にて自作はいいんですが、千葉県の方なので、３件ともあっせん希望等々はあるんじゃないか、確認がしてないんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺のところはどうなんでしょうか。
○中西中間管理推進員　そういう調査は特にされてないです。
○事務局　あっせん希望はないです。今のところ、次の耕作者がはっきりしていないということです。取りあえずは自作ということだと思います。御主人が亡くなられたのかもしれませんけど、自分では耕作できないといったことで解約されるのは当然かなと思います。ただ、今々、次の方というのはまだ決まっていない。あっせん希望はないですけれども、必要であれば話をしていかいとないけんかなというふうに思います。
○永田委員　では、次、１点、８ページの●●さんのほうの解約なんですけども、この駐車場の転用というのは、今月は上がってないから来月以降にまた上がってくるんだろうということでしょうかね。
○事務局　これは、非農地通知になります。分筆をさせたので、残りの分について全体で貸し借りがしてあったもんだから、その部分についてのみ解約をしていただくということです。
○永田委員　了解しました。
○濵坂議長　池本委員さん、先ほど永田委員さんから心配されておりました●●さんの解約の件ですけども、ちょっと気をつけておいていただけるとありがたいですが。
○池本委員　はい。
○濵坂議長　このまますぐ荒れちゃうと大変ですから。
○池本委員　どうされるかちょっと見てみます。
○濵坂議長　ありがとうございます。ちょっと気をつけて。
○池本委員　ずっとやっておられたんで、確認をずっとしてしてますが。
○濵坂議長　はい、お願いします。
　そのほかにはございませんか。
　そのほか特に問題発言ないようでございます。そうしますと、協議事項の２、賃貸借農地の解約について、１０件でございますが、一括受理してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、１０件、一括受理をいたします。
　協議事項の３、農地法第６条第１項の規定による報告書についてでございます。
　説明ありますか。
○事務局　特にございませんけれども、このたびから代表取締役が替わっておりますので、御確認いただきたいと思います。内容は御覧のとおりでございます。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　皆さん方からの発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。
　毎月、現地確認のときには見ていただいていると思いますが、地元委員さんのほうで何か補足、発言等ございましたら、いかがでしょうか。特に問題ございませんか。
○河原委員　特にないですね。
○濵坂議長　圃場自体は十分管理されようですけど。
○河原委員　そうですね。
○濵坂議長　ただ、常緑キリンソウ、もうちょっと数が、いつもするんだけど。それはさておきまして。
　そうしますと、協議事項の３でございますが、特に発言はないようですので、報告書のとおり受理してよろしいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、協議事項の３、報告のとおり受理をいたします。
　次に、協議事項の４、別段面積の設定についてでございます。
　説明をお願いします。
○事務局　それでは、説明をさせていただきます。
　開会に当たり、会長の挨拶からもありましたとおり、昨年の１１月の農地委員会においてもこの別段面積の設定についての協議をさせていただいております。また、今回のお配りした資料、その他の資料でお配りさせていただいておりますが、今回の９月議会の定例議会の一般質問の中でも、この中では移住とセットにした、こういった別段面積の設定をしてはどうかというような質問もありました。
　まず、本日お配りしております、こちらの資料を御覧いただけますでしょうか。１枚物とＡ３の紙がついたものになります。皆さんのほうがよく御存じですが、農地の権利取得における下限面積の要件につきましては、農地法によって取得後の農地面積の合計が５０アール以上になるということが必要となるとなっております。現在は、この５０アールなんですけども、地域の実情に応じて農業委員会の判断で別段の面積を定めることができますよというふうに法律の中に記載をされております。どういった場合に定めることができるのかということなんですが、最初のページの右側のところ、特例というふうに書いてあるところになります。まず１つが、平均規模が小さい地域で、この場合、別段の面積未満の農地を耕作している人の数が全体の４割を下回らない面積で、１０アール以上の面積で設定することであればできますよという、平均規模が小さい地域なので別段の面積を設定して実施しますよというものが１つ。もう一つが、担い手が不足する地域ということで、遊休農地が相当数ある程度存在して、小さい規模の農家が増加したとしても、周辺の農地の効率的な利用に支障を生じない、支障はないけどというような場合に、任意の面積、こちらについては１０アール以下でも可能であるということで、農業委員会が検討して設定ができることになっています。
　開いていただいて、Ａ３の資料のほうを御覧ください。農地の規模別の上の段　　　　　の表になっています。１，０００平米未満の、１０アール未満の筆数が、この線引いてあるところの上のここからが、全体の大体６０％ぐらいを占めています。隣の真ん中の表なんですけれども、農業振興地域とそうじゃない、除外地のみ分けてあります。青色は農用地区域で、赤い色が農用地区域外という形にしているんですけれども、農用地区域の別で示した状態は、農用地区域外では約８５％が１０アール未満、１，０００平米未満のものという形になっています。もう一つ、一番右の表を見ていただくと、遊休農地についても大体農用地区域外が８０％というような形で、農用地区域外については大きく、そういった小さい面積の筆数が多かったりですとか、遊休農地が多い、高くなっているというような現状になっています。下のところ、１段下の農地の規模別の面積のほうを見ていただくと、１，０００平米未満の面積は２０％程度という形になっているんですが、隣の真ん中の表の農業振興地域がどうかというところを見ると、農用地区域外という形のなるとこの４２％まで上がってくると。一番右側の表においても、遊休農地は面積ベースで見ても、やはり１，０００平米未満は３５％の遊休農地があるというような現状となっているところです。
　先ほど申しましたとおり、昨年の１１月の農地委員会において協議をしていただいております。その中で、遊休農地が増える中、小規模のちっちゃい農地であっても守っていく必要がありますし、農用地区域外の農地は小さくて農業に適さないんでなかなか大きな農家はできないということで、遊休農地化であったりとか非農地化しやすい傾向があるんじゃないかなと。そういった中で、農業をされていない非農家の方で、退職されて農業をされる方であるとか、移住者、そういった自家野菜を栽培されて余剰農産物を販売される方など、多様な方の農地の担い手を促進して、農地の保全をすることを目的に、農用地区域外については１００平米、１アールに設定をして、農用地区域内については引き続き農地法が定める５０アールとするということを協議をいただければなというところで考えているところです。
　近隣の状況ですけれども、こちら資料はないんですが、昨年ですが、湯梨浜町が農用地区域外を１アール、それから倉吉市の関金町の一部、旧関金町の一部でそういった取組ですとか、日南町のほうで、こちらは空き家とセット、移住をされる方が空き家に入ってこられる方に対して農業委員会が協議をして、この方がそちらでよいですかみたいなことをセットで、１アールでというようなことを県内では実施されているというような状況があります。また、それ以外にも農用地の区域内であったりとかというところの地域内で、地区ごとで先ほどの規模別で併せて設定をされているような地域も今現在、増えてきているようなところです。
　農用地区域内につきましては、昨年の農地委員会の中でも、現行の５０アールという部分と、それから大字ごとの設定が必要ではといったようなことも検討はされていますが、農地の細分化をして集積ですとか集約が困難になることも考えられますので、今の現時点では農用地区域内については５０アールというふうにすること、現行のまま、農地法のままの５０アールということで設定してはどうかというふうに考えているところです。以上です。
○濵坂議長　事務局からの説明が終わりましたが、理解できましたか。分からなければ質問していただいて結構です。まず内容について理解していただきたいと思います。発言がないようですけども、理解したということでよろしいですか。
○前田職務代理　もうちょっとざっくり言ったら、要するに集落周りのそういった……。
○事務局　そうですね、集落の中の農用地区域内になるので、集落の近くの家の周りの畑ですね。ああいったところは今後転用される方もあるような形で、農用地区域から外れているようなところ、どうしてもちっちゃかったり変形していたりというようなところがあります。そういったところを、例えば移住してこられる方が家と一緒に求められるであるとか、これまで持っていなかったんだけれども、近所の方が亡くなられて農地だけが空いちゃっている、そこを買って、じゃあ自家野菜を作って、ちょっと残った分は売ったりしたりするようなちっちゃい規模の農家、農業をされる方にも門戸を広げて、家周りのところはそういった形でちっちゃい規模でも取得するようにしてはどうかということです。ただし、やはり北栄町の今の農業の現状を考えると、農用地区域内の砂丘畑ですとか黒ぼく畑ですとか、ああいった大きなところについては、やはり皆さんが集約して大きな規模で農業されるというようなことのほうが農業をしやすいということを、環境を考えたら今の現状は、今々は５０アール、国のほうのままでやってはどうかということをお話しさせていただいたところです。
○前田職務代理　しょっちゅうしょっちゅう相談に来られるっていうことはあんまりないな。
○事務局　いや、あります。ありますけど、農業をされるんですかというと、できない。要は買ってほしいと言われたので買うと、買えるだろうかという相談であって、農業をしたいからということではない。なので、今説明ありましたけど、認識しといていただきたいのは、たとえ１アールであったとしても農業をすることが前提です。１００平米だからクワで打ってもいいのかもしれませんけれども、できる見込みがない人には売ることはできない、譲ることはできないということは、これは農地法３条自体が変わっておりませんので、そこの認識だけは持っといていただければなと思います。誰でも彼でも１アール、白地であれば、１アール以上であれば買えるとかというような話ではない。できるかできないか。
　それから、もう一つ言わせてもらうと、湯梨浜町では農業委員さんがその方には１名ついて営農指導をすると。要は農業してもらわないといけませんから、農業をこれからするというような全く未経験な方にするということを認めたから、認めたらやっぱりその責任はあるので、うちとしては、その地元の委員さんはしっかりその方を指導していただくようなことにしてはどうかなと。要はその方と話をしてもらって、面識を持ってもらった上で指導をしていただくというのが前提かなと私は思っております。
○竹原委員　意見いいですか。
○濵坂議長　どうぞ。
○竹原委員　質問じゃなく意見。私はどっちかいうといいんじゃないかと思っとるほうなんですけど、契約をせずに闇というやつですね、これを減らすという目的ではいいのかもしれないと。もっとも５０アール以上やっている人でも、この間のどさくさで契約した人がたくさんいたとしたら、一概に面積の基準で決まるわけじゃないけども、家庭菜園がほとんどだと思うんですよ。そこはもうほとんど闇ですからね、もう。という考え方が一つあるんじゃないかなというふうに思って。それからもう一つは、この中で契約者全て出てきますと、ほんとに家庭菜園でもというのが議題に上がってくるわけですね。そうすると我々は、それをどう受けるかということになるから、湯梨浜町のような話も出てくるのかなと思ったり、今、で聞いたわけです。そこは本当イメージが変わってくるような話合いになると思うんですね。全く素人の方で道具がない、できるだろうか、当然出てくるんですね。
○事務局　家庭菜園は耕作ではないので。
○竹原委員　農地は、家庭菜園で維持されるとこもありますから。
○事務局　農地法３条には耕作することが前提になっていますから。
○竹原委員　出荷ですからね。
○事務局　ええ。そこまでやられる方でなければならないという。甘く見て、うまくできんのだというのもあるかもしれんけど、基本的には出荷されるところですね。
○事務局　あともう一つ、この場合、今の分は農地を取得されて、買われる、購入される場合のものになっています。
○竹原委員　農地として。
○事務局　はい。農地を購入されて、先ほど下阪専門員も言いましたが、農地法の中には耕作をされることであったりですとか、地域の活動、地域でどうしても水路だとか、そういった活動をきちっと一緒にされる方でないといけないというところは農地法の中には、これとは別、絶対そこは必ずしていただかなければならないことというふうにはなっていますので。誰でも彼でもそこを欲しいから買えるかというと、そうではないというとこだけは。
○濵坂議長　貸し借りの場合は。
○事務局　基盤法であれば面積要件はありません。
○濵坂議長　その扱いでもいいのか。
○杉川委員　貸し借りは面積要件にないのでしょうか。
○事務局　また別の意味での別紙等というのがありまして、小さい農地で耕作、誰かしなきゃならない。そういうことがあったとしたとき、例えば村の総事とかなんかで、どっかの水田とか農地の方で水路清掃をするとか何かするというときに１人でも多いほうがいいわけです。もう農業をやってないから、その人はもう県外に出ちゃっとるしみたいな状況だと残った人だけでやらないといけなくなる。そうなると、次第に皆さん高齢になっていって、清掃自体ができなくなる、そういったことになるので、なるべく多くの方に農業に加わっていただくということが必要かなと。要は清掃することによって、例えば共同作業なんかがしやすくなったり、一人当たり機能としてあると、そういうことがあるかなと。そういうことの上に、さらに、じゃあ農業を本気でやってみようかなという人が出てくればいいことかなというふうに思っているところです。
○濵坂議長　いかがですか。よろしいですか。
○永田委員　脱法的に農地として借りたもんを違反転用したりとか、そういうことをするなら初めから農振外なら転用してしまって買ってしまったほうが早いんでね。脱法的な使い方をすることは多分ないとは思いますので。あとは、実際買われたときに湯梨浜町みたいに指導までしなくてもいいけども、周辺の担当地区の委員さんがちょっと気にかけておくぐらいをつければ別に問題なく、これぐらいの説明でいいんじゃないかなと思いますけどね。おかしなことをする人間がいないかどうかだけが問題なんでね。それ以外に関しては実に有効な話なんじゃないかなと思いますけども。
○濵坂議長　体制としては特に問題ないからこれでいいじゃないかというふうに受け止めますが、よろしいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、別段面積の設定についてでありますが、提案のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　そうしますと、これはあとどういうふうな手順で。
○事務局　公告すれば。
○濵坂議長　公告。
○事務局　はい。これが総会で決定されたら、今日、公告してしまえばいいです。
○濵坂議長　その話は進めてください。
○事務局　はい。法律の定めはないんですけれども、知らしめるというところで公告をさせていただいて、ここで決まればできるんですけれども、公告をさせていただいて、こちらのほうに変更という形でさせていただければと。
○事務局　あとは「菜種」ですね。
○濵坂議長　「菜種」とか……。
○事務局　ホームページも御案内。
○濵坂議長　町報なんかにも載せるし。
○事務局　はい、そういった案内を。
○濵坂議長　できるだけ広く周知できるようにお願いします。
○河原委員　１つ提案なんですけど、町報にも出していただけるとありがたいなと思います。「菜種」は当然ですが、「菜種」だと目を通されない一般の方もいらっしゃるかも分かりませんので。
○事務局　今月はちょっと間に合わんですね。
○河原委員　いつの時期でもいいですけど。
○事務局　来月末の出るものには。
○事務局　町報は１２月号で。
○事務局　はい、帰って頼むので。
○事務局　１枚物を入れる。そうすれば間に合う。
○事務局　はい、それは間に合います。
○前田職務代理　誤解のないような内容をきちんと。誰も彼もがいいというわけじゃない。
○事務局　そうですね、そこは。
○濵田（登）委員　農振農用地内と農用地外の、それをはっきりうたっとかないと。普通の畑なんかでも可能だと、誤解を招くようなことがないようにね。
○事務局　そうですね、そこは。
○濵田（登）委員　あくまでも、農用地外ということを。
○濵坂議長　そうしますと、次に行ってよろしいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
　次に、協議事項の５、農家相談の実施についてでございます。
　○竹原委員　では最初に。実はこの話が出てきましたのは、農政委員会で意見書を、実はない知恵を絞りながら考えているんですが、よく農地に関しては課税問題、例えば非農地化した後の課税が農地としての対象でなくなるとか、相続についての手続が済んでないとか、いろいろ問題も起こっているというか、そういった農地が多いわけですが、そういうことを改善していくために、先ほど話がありました人権相談とか行政相談なんかありますね。それから、その他に行政相談がありますけど、同じように農地相談日というものを設けてやってはどうだろうかということなんです。そういう問題を解決するときに、やはり農業委員の本来の任務に関わるんじゃないかというところから出てきたんですけども、これについては皆さん方の御意見をいろいろ聞いて、農政委員会が勝手に決めるわけにいかないんですね。意見書で出すのは、行政に対する協力依頼をするという形になるんですが、皆さん方が合意されなければ前に進めないということで、要は意見を今日、伺いたい。
　参考までにということで、局長さんに近隣の町の取組についてヒアリングしていただいていますので、それもちょっと報告いただいて、御意見を伺いたいなということです。例えば、人権相談でいいますとほとんどないんです。聞いている地区の話ではほとんどないんです。この辺はよく御理解いただけると思うんですが、農地相談も同じようなことがあるんじゃないかなと思いましたけども、こう考えればどうかというのを私も考えて、道のないところに人は通らんです。道ができれば、あんなとこに人が通るかいと思っていても通るようになるんです。という極端な話ですが、そう考えればやっぱりやってもいいかなと、誰も来なくても当番の方が座っていて待っていていいかなと。農業委員会事務局に相談に行く方はなかなか腰が重くて、せっぱ詰まらないとなかなか行かないだろうということもあるかなというふうに思った次第です。ということで、ちょっと意見をお聞きしたいと思います。
○事務局　近隣の状況ですけれども、農家相談ということで、近隣では琴浦町と湯梨浜町がしていらっしゃいます。琴浦町については毎月１回、それから農閑期については２回程度を実施されているということです。半日程度、琴浦の分庁舎のほうで実施をされているということで、何人かの委員さんが交代でしていただいて、事務局と一緒に対応をされているということでした。それから、湯梨浜町についても月１回程度ということで、実際に農繁期については実施されていない月もあるということですが、月１回程度、そちらについても交代で農業委員さんで対応をしていただいているということのようです。
　相談の件数については、ある月、ない月がやはりあるということでした。実際にあるときには複数の方が来られたりとかというような状況もあるようですが、あとは　　　　　状況によってはあったりとかということで全然ない日もあれば、あるときもある。それが家の農地の相談であったりですとか貸し借りの相談、それから、転用の相談などがあるというようなことを伺っています。近隣の状況については以上です。
○濵坂議長　農政委員長と事務局の説明が終わりました。ご意見をいただきたいと思います。
（一部略）
○濵坂議長　またいろいろ気がつかれたり思いついたりしたことがあれば知らせていただけるとありがたいです。農家相談については、そういう形で進めたいと思います。
　７の報告事項に入ります。農地委員会、いかがですか。
○谷口委員　農業委員会で予定しておりました法人の営農状況調査ですけれども、農地委員会のほうでコロナの密を避けるということで、農地委員会だけで行こうということに決めました。それで、１０月１日に農地委員と、希望者がありましたので、その希望者の方と、●●、米里ですね、それから●●、西園の作業場ということで実施しました。それで、●●のほうはかなり高齢な方でして、耳も遠くてちょっと会話がなかなかできないというような感じでしたけども、後継者がいないという状況で、今後ちょっと心配だなというふうに感じました。それから、●●ですけれども、障害者の就労支援、そういう事業を使って経営されておるということですけど、別段問題なく経営されているというふうに感じました。
　それから、今日、この後、農地委員会ですけど、ちょっと準備していませんでしたので、今日は中止ということで、よろしくお願いいたします。以上です。
○濵坂議長　ありがとうございます。
　続きまして、農政委員会。
○竹原委員　農政委員会では、まず、今月１９日に行いますが、月曜日です。時間がちょっと間違ったと思います。７時半という連絡でしたけど、１０月からは７時からの開始としますので、間違いないようによろしくお願いします。
　それと、先月の委員会で青年農業者研修の話合いを、それが延びまして、１１月２０日は決めていたんですが、昼の時間にやろうかというふうな形になりまして、懇親会はもちろんしませんし、家族経営協定は必ずやりたいということで、そういう形になってきました。皆さん方には度々お願いをしておりますが、総会の後で案内を発送します。月末あたりで大体の出席者が分かりましたら、それぞれ担当をされる委員さんに通知を先送らせていただきますので、声かけの時点でしていただいて、最終、１１月の総会のときにある程度は話が出るようにというふうに考えておりますので。家族経営協定ですか、これは非常に大事なもの、重要なものだということがいろいろ勉強しまして分かってきたんですけども、ぜひとも出席者を増やしていくように、よろしくお願いします。これが１点。
　もう一つありまして、実はこれも時間をかけて意見をお聞きしたかったんですが、大分時間がたちましたので、今日は話だけにしたいんですが、意見書の中で以前アンケートを取らせていただいて、アグリフォーラムの継続をというふうなことを考えているということはお話ししたんですが、やはりいろいろ考えてみますと、実質的に農業委員が中心になっています。実行委員長とか、私ですね。やはり目的とする項目というのは、農業委員が日常的に取り組んでいく職務と密接につながってくるというので、本来ああいうものによって目指すものは、我々が考えて、我々が計画をするべきじゃないかというので、農業委員会だけではないんですけども、行政にも協力いただいて、あるいは関係する団体にも協力いただくんですが、中心になるのは我々が運営をしてはどうかというような話になってきています、決まっていませんけど。そういうことについては、そこまでせんでいいという方もあるかもしれませんが、できたらそういうふうな形にしたいという方向で今委員会が進んでおりますので、ちょっと頭に入れといていただいて、もしそういう形になった場合は、この委員会の中から担う方を選ぶという場面も出てくると思いますので、もしそれについて今、御意見があれば伺いたいんですけど、特になければ今後のいろんな話合いの場でのことになりますけども、そういうことになりました。ぜひ意見がありましたら、お願いします。
○濵坂議長　一、二の方、もし意見があれば。
　どうぞ。
○前田職務代理　アンケートはありましたか。割合どうかな、ちょっと考えたほうがいいじゃないのという意見が結構、僕は多かったように思うんですわ。それを持っていってもまだやっていこうということになると、その説得材料をきちんとやっぱり示してもらいたい。農業委員云々ということ、そのほかは全部対象だからな。だから、そこら辺のことを一から教えてもらわんことには、なかなか同じことの繰り返しにならないかなと。個人としては、もうちょっと考えたほうがいいなというのを言っていますね。
○濵坂議長　そのほかございませんか。もし何かあればまた積極的に発言いただきたいと思います。今日はちょっと時間がありませんし。よろしいですか。
○濵坂議長　続きまして、広報委員会からお願いします。
○杉川委員　広報委員会です。４４号の「菜種」が出ました。見ていただいたと思っておりますが、気がつかれた方があるかと思いますが、とても大きな間違いが中にありました。気がつかれた方、あるでしょうか。ジャンボタニシの被害が急拡大ということで、急拡大ですのに、すみません、町の水田のうち約３０アールが被害と書いてありますが、３０ヘクタールととても大きな間違いで申し訳ないです。小さいｈが抜けておりました。もし何か気がつかれて聞かれることがありましたら、そのように訂正を、すみませんが、よろしくお願いいたします。
　この後、１階のほうで４５号の内容について話合いをします。今日出た内容の中からも、「菜種」、たくさん埋まるなと思って考えていました。別段面積のことについてももちろん載せようと思っておりますが、これは先に町報が出るようになると思いますので、それを基に、１２月末に次はうちが出しますんで。
○事務局　一緒になるかもしれません。
○杉川委員　それを基にちょっとまた書きたいと思いますし、あと農家相談のことに関しても、ここでどういうようなことを相談できるんですよというようなことの案内ができるので、曜日とか第１木曜日とかなんかそういうようなことが決定してくれば、次の１２月末のこの配布に間に合うように載せたいと思います。また、先ほどの農地のほうで法人の調査をされたということで、写真とか何か撮られたようなことはありますか。
○事務局　撮っています。
○杉川委員　あんまり踏み込んだことを書こうとは思わんですけども、こういう活動をしとりますというようなことで触れたいと思いますので、なら写真の提供をお願いします。あと、農政のほうの青年の研修はお昼ということで、１１月２０日のお昼ですね。それも間に合うので、それを載せようと思っております。
　では、またこの後、すみませんが、ここに残っていただくようにお願いします。以上です。
○事務局　ありがとうございます。
　続きまして、審議会等はございますか。ないかな。
○盛山委員　審議会ではないですけど、この前、５日の日に年金研修会がありまして、令和元年は北栄町は７名、加入していただいて、昨年度は５名だったかな。なので、それを頑張っているということで、杉川委員が発表しとられました。５分ですけど、聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。
○杉川委員　５分もないと。その前にちょっと言い忘れたらいけないので、１つ、すみません。花き振興協議会の会長をしておりまして、花のまつりを企画をしておりました。おりましたというと、ぎりぎりまでいろんな対策を練って、未来中心の中で行おうということでやっていたんですけども、やはり県のほうからこの時期にはどうだろうという意見もありまして、本当に悩み悩みながら、でも今回は中止ということに決定しました。また来年につきましては、どこでやるのか、今後話し合って決めるということにしています。中部であるときには中部の花に有効のように、たくさんの花を出していただけるようにということで、時期も中部のものが決めやすいということでやってきておりますが、何とかそのように決めたいと思います。
　では、農業者年金の話で、あそこでは２０分ぐらい話させてもらったんですけども、最後のほうでちょっと話ししたことを皆さんにと思います。
　今日、資料でつけてくださっているのが、女性の業者の皆さんへという、こういう資料をつけてくださっています。実際、女性は夫が早く亡くなられると、どうしても国民年金だけという方が多くて、実際問題にしても生活に困り、また子供のほうを頼りにせんといけんというような方も実際におられます。これは農業者に限ったことではなくて、うちの実家の小豆島の母が、周り見ても自営業の方が多くて、実際、うちの母は７０代、自分の友人を見とると、夫が７０代で亡くなり、国民年金しかなくて、本当に小豆島から出てしまった娘や息子を当てにするわけにもならずというような方がちょこちょこと出てきたというようなことを聞いています。
　母にこの農業者年金の話をしたんです。そんないい年金があるなら話してあげんといけんでというような言葉が母のほうからありました。実際、夫婦で入っとられる方というのは少ないように思います。今、私が声をかけているところは、女性、夫婦で入ってねという話をしとるですけども、３０代の方で、今年、経営主に夫がなった。だからお父さんから経営を譲られたというような若い世代の夫婦に声をかけています。その息子さん、経営主になられた息子さん自体は、１０年前に国庫補助というものを受けて、認定の業者であったら国庫補助というのが受けられるんですけども、１万円、国のほうから補助を受けて、自分は１万円払って２万円にして加入をしておられます。奥さんのほうにもということで、今、声をかけているんですけども、奥さんは認定の業者じゃないので、先ほど話をしとられた家族経営協定というものを息子さんと、夫と娘が、必然的に奥さんのほうも認定の業者になるので、同じように１万円の補助を受けて入るということもできます。もちろん２万円の通常加入ということも何の問題もなくできます。女性に入ってもらいたいんだけれどもという話にいくと、なかなか握っとられるのが義理のお母さんで、青色申告をしとんなるのは義理のお母さんだったりして、うんと言いならんかったりもするんですけども、実際、義理のお母さんが青色申告しとんなって夫が年金をもらうような年になった、青色申告しとる人のお母さんのほうは自分に農業者年金をかけていない、昔の農業者年金なので女性は入れなかったんです。かけてないので、夫が農業者年金もらいだしたら私も半分は夫のをもらうだわなと言いなるんです。本当に女性が１人になったりするとお金の工面に困るということが実際出てきますので、ぜひ夫婦で、また頑張っとられる女性に声をかけてもらいたいなというふうに思います。
　すみません、以上です。
○濵坂議長　ありがとうございました。
　どうぞ。
○濵根委員　今日の資料にもあります。ジャンボタニシの件です。１ページから２８ページまでジャンボタニシのことが書いてあります。これを帰って読んでいただいてください。
　それと、１０月の２２日、午後１時半から大栄農村環境改善センターで第２回目の北栄町ジャンボタニシ防除対策連絡協議会が開催されます。内容としまして、最新の発生状況についてということと、看板について、補助事業について、来年度に向けての対策、大学校を卒業した方の報酬という、そのほかのことが協議されるようになっております。何かありましたら私のほうに、ジャンボタニシの件で言っていただけましたら、その会合に農業委員会のものとしての提案をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
　あとは、広報委員会の広報紙の件、３０ヘクタールだったのに３０アールになってしまって、最終チェックのときに申し訳ございませんでした。ということで、よろしくお願いします。
○濵坂議長　ジャンボタニシの件で誰か意見はないかということでございましたが、ございますか。
　特に発言はないようですので、また後で個別でもあれば濵根委員のほうに意見を伝えていただければいいと思いますので、よろしくお願いします。
　そのほかはございませんか。
　ないようでございますので、報告事項は以上で終わります。
　８番、９番、一括で説明等、お願いします。
○事務局　そうしますと、一般経過報告でございます。１０月５日の農業者年金の加入推進特別研修会、ききほどお話がありましたとおり、森本委員、盛山委員、杉川委員、事務局の前田で参加をしていただいています。会では杉川委員に発表していただいて、大変いい研修になったということで聞いております。
　当面の予定ですが、ここにはありませんが、先ほどありましたとおり、１２月２２日の午後、ジャンボタニシの協議会がありますので、濵根委員に出席をいただきます。１１月１９日に農業委員会特別研修会があります。先ほど決めていただきました、池田委員、森本委員、永田委員、盛山委員、濵坂会長、杉川委員の出席をお願いいたします。また、翌日、２０日には第１０回の青年農業者研修会の開催を予定しているところです。
　続きまして、レジュメに戻っていただいて、来月の総会でございます。まず、次回の総会ですけれども、１１月の１０日火曜日、１時半からこちらの会場になります。これに合わせて現地確認につきましては、１１月９日月曜日、南場委員、前田委員、福光委員の３名にお願いしたいと思います。午後１時３０分に事務局のほうまでお願いいたします。議案の締切りは１０月の２６日というふうになっております。
　続きまして、その他になります。９月定例議会の一般質問で、先ほどありました別段面積も関係しておりますが、移住促進について、農地を空き家とセットで１アール以上にしてはどうかというような質問がありました。この点について会長答弁をつけておりますので、こちらのほう、また御覧いただければと思います。あわせて、９月の定例議会の決算の質疑の中で、農業者年金についていろいろ議員さんのほうから話がありました。その中では、やっぱり自分が農業者年金をもらう年になって初めてありがたみが分かってきたので、やはり大事なことであるですとか、女性の方にもっと加入をしていただきたいというような意見がありました。その中で、併せて北栄町の加入促進が進んでいることに対して、農業委員さんの活動はすごいんだなというような発言がありましたので、付け加えをさせていただいております。
　最後になります。分厚い資料を今日、お配りしています。内容につきましては、先ほど濵根委員からありましたジャンボタニシの件です。ジャンボタニシの協議会の資料を皆さんにお配りしてということでお話がありましたので、つけさせていただいております。
　まず、２９ページからは、９月の定例議会で可決されました北栄町のまちづくりビジョン、こちらのほうの資料を載せさせていただいています。農業についても書かれていますので、また時間のあるときに目を通しといていただければなと思います。
　また、最後の、５０ページからになります。先月、ＳＤＧｓのバッジのことについてお話をさせていただいていた際に、もう少しいろんなことが分かるような資料ありませんかということでした。いろいろ探したんですけれども、事務的なものよりは農業に関わったものがいいんじゃないかなと思いまして、農林水産省のホームページからだったんですけれども、このＳＤＧｓで農業でどういった取組をやっていくというようなことが、農林水産省が考えたことですとか提案があったことなんかが載っていますので、そういった資料をつけさせていただいています。まず、先ほどのＳＤＧｓ、北栄町の取組の中では、まちづくりビジョンの中でも印をつけて、ビジョンの中にこの部分でこういったＳＤＧｓの取組をしますよといったところの内容のほうを記載させていただいていますので、こちらのほうも併せてまた見といていただけたらなと思います。
　あと、一番最後になりましたが、もう取られた方もあるかと思いますが、後ろのテーブルの上に農業者年金の推進ということで、ボールペンとポケットティッシュを置かせていただいています。タオルは皆さんのとこにお配りしているんですけど、推進に使っていただければと思いますので、必要な分、お持ち帰りいただければと思います。以上です。
○濵坂議長　報告等で何かございますか。
　無いようでございますので、本日の総会、以上で終了いたします。
　　議長（会長）
   議事録署名委員（１０番）
　　議事録署名委員（１１番）
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